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2はじめに

◼ 需給調整市場において、2024年度から新たに一次・二次①・二次②の取引が開始され、優れた調整能力を持つ
揚水発電においても応札が期待されるところ。

◼ 一方で、第46回本小委員会（2024年3月26日）において、事業者にヒアリングを行ったところ、揚水発電の応札
不足につながるご意見もいただいており、これらの対策が求められている。

◼ また、2024年度から沖縄エリアを除いて調整力公募が終了し、揚水の運用主体が調整力提供者に変更となった
ことなど、制度・運用の大きな変更があった。

◼ 今回、2024年度からの揚水運用の特徴（変更点）も踏まえながら、揚水発電に関する応札不足の課題深掘り
（問題構造の分析）ならびに対応の方向性を検討したため、ご議論いただきたい。
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5過去の揚水運用の概要について（１／２）

◼ 過去（～2023年度）の揚水運用は、調整力公募に伴う電源Ⅰ・Ⅱ契約に基づき、主に一般送配電事業者
（以下「TSO」という。）が揚水運用（火力等の上げ調整力を用いて揚水のポンプアップ運転）を行っていた。

◼ 揚水は電源Ⅰ・Ⅱ契約の「起動停止（揚水起動）」、「揚水ポンプ運転」の指令権に基づき運用しており、火力等
の揚水原資は年間の調整力公募ならびに電源Ⅱ契約の「起動停止」の指令権に基づき調達・運用している。

GP

100kWh 70kWh

TSOが調整力
でポンプアップ

TSOが揚水機
を発電

火力

BG発電
計画

BG需要
計画

揚水P BG発電
計画 揚水G

100

70

-70

BG
不足
ｲﾝﾊﾞﾗ

-100

【～2023年度】電源Ⅰ・Ⅱ契約
の「起動停止(揚水起動)」「揚水
運転」の指令権に基づき運用

【～2023年度】年間の調整力公募ならびに電源Ⅱ契約の「起動停止」
の指令権に基づき火力等のポンプ原資（ΔkW）を調達・運用

ポンプアップによるロス
100×0.3(ロス率)=30



6（参考） 調整力公募の電源Ⅰ・Ⅱ契約

◼ 調整力公募の電源Ⅰ・Ⅱ契約において、揚水の運用に必要となる「起動停止（揚水起動含）」、「揚水運転」、
「発電出力増減」の指令権を定めている。

出所）関西電力送配電 2019年度電源Ⅱ周波数調整力契約書（発電設備）（ひな形）より抜粋
https://www.kansai-td.co.jp/application/partner/reserve/2019/pdf/decision05.pdf

出所）関西電力送配電 2019年度電源Ⅰ周波数調整力契約書（発電設備）（ひな形）より抜粋
https://www.kansai-td.co.jp/application/partner/reserve/2019/pdf/decision02.pdf

https://www.kansai-td.co.jp/application/partner/reserve/2019/pdf/decision05.pdf
https://www.kansai-td.co.jp/application/partner/reserve/2019/pdf/decision02.pdf


7過去の揚水運用の概要について（２／２）

◼ 精算に関しても、調整力提供者（以下「BG」という。）と池水位の運用（言い換えると燃料管理）主体が異なる
ことから、調整力発動時の精算単価が（2024年度から）BGが設定する限界費用とは異なっている状態。

GP

100kWh 70kWh

TSOが調整力
でポンプアップ

TSO→BG
火力V1×100kWh

TSO←BG
揚水P V2×100kWh

TSOが調整力
として活用

TSO→BG
揚水G V1×70kWh

GP

100kWh 70kWh

BGが自社G等
でポンプアップ

TSO→BG
なし

TSOが調整力
として活用

TSO→BG
揚水G V1×70kWh

揚水BG運用揚水TSO運用

固定費 火力V1÷0.7+ポンプロス託送費
+固定費火力燃料費は

揚発時に支払い
火力燃料費は主に
ポンプ時に支払い

火力

BG
発電
計画

BG
需要
計画

揚水P BG発電
計画

揚水G

100

70

火力

BG発電
計画

BG需要
計画

揚水P BG発電
計画

揚水G

100

70

-100

諸経費等

-100
：TSOによる調整力活用凡例

ポンプアップによるロス
100×0.3(ロス率)=30

ポンプアップによるロス
100×0.3(ロス率)=30



8（参考） 過去の揚水kWh単価の設定（１／２）

◼ 過去（2023年度まで）においても、一部のエリアは揚水BG運用を実施しており、揚水kWh単価の設定ならびに
精算については、各社（エリア）によって差異がある状態。

揚水
BG
運用

揚水
TSO
運用

出所）第30回制度設計専門会合（2018年5月29日）資料7をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/030_07_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/030_07_00.pdf


9（参考） 過去の揚水kWh単価の設定（２／２）

◼ 揚水TSO運用の場合、池水位（燃料）の確保（管理）主体が異なることから、BGは揚水発電の調整力の精算
単価（V1/V2）として諸経費等のみ（数銭/kWh）を需給調整市場システム（MMS）へ入力する。

◼ 一方、ポンプアップ原資はTSOのみ把握していること、ならびに揚水発電のV1単価が安価（諸経費等のみ）のまま
では、KJCにより頻繁に指令され、池水位が枯渇することから、運用単価についてはTSOが入力する運用としている。

調整力提供者（BG）

需給調整市場（MMS）

中給システム

調整力kWh市場（KJC）

BGの入力単価にTSOが
実際のポンプアップ
原資から算出される
kWh単価を加算

※ ポンプアップ原資の
単価を10円/kWhと
するとポンプロスを考慮
した揚水発電単価は
10/0.7=14円/kWh
であり、そこに諸経費等
の0.01円を加算

BGから需給調整市場システムへ入力
・調整力のΔkW単価
・調整力のkWh単価(例:0.01円/kWh)

落札電源のkWh単価が中給システムへ連携

・調整力のkWh単価(例:0.01円/kWh)⇒精算に用いる単価

TSOが入力したkWh単価がKJCへ連携

・調整力のkWh単価(例:14円/kWh※)⇒運用に用いる単価

KJCによる調整量の計算

円/kWh

kWh
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11揚水の運用主体の変更について（１／２）

出所）第67回制度設計専門会合（2021年11月26日）資料7をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_07_00.pdf

◼ 2024年度から需給調整市場が全面運開するにあたり、TSOが自由に池全体の水位を運用できることが継続すると、
需給調整市場でΔkWを調達しなくても調整力が確保可能となり、需給調整市場の制度趣旨にそぐわないとされた。

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_07_00.pdf


12揚水の運用主体の変更について（２／２）

◼ そのため、2024年度以降、調整力の調達の透明性の観点等を踏まえ、揚水発電における池全体の水位の運用
主体については、BGが行うこと（揚水BG運用）が基本とされた。

◼ 一方で、需給ひっ迫時や再エネの出力抑制を回避する場合には、一時的にTSOが池全体の水位を運用することも
認められている（揚水TSO運用）。

出所）第67回制度設計専門会合（2021年11月26日）資料7をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_07_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_07_00.pdf


132024年度以降の揚水BG運用イメージ（平常時）

◼ 揚水の池の水位の運用主体はBGになり、BGが物理的な上池や下池の制約等を考慮しながら、数日先までの市場
取引等の経済合理性のある計画に基づいて池の水位を管理する。

◼ BGは自らの計画に影響がないことを前提として、TSOの運用において許容される水位の上下限をTSOに通知し、
TSOはその範囲で揚水発電等を運用することになる。

◼ 許容される水位の上下限はBGからTSOに1日1点等で通知される。その上下限値（余力の運用幅）については、
スポット市場等における販売予定分として確保する水位を基本として、販売予定増減分やΔkWとして利用するため
に確保する水位、池の制約等を加味して設定されると想定される。

◼ TSOは指定されている断面の上下限に収まるようにΔkWや余力を活用する。すなわち、TSOは通知された水位の
上下限を認識しながら、周波数調整（時間内変動対応）や広域需給調整による経済運用（予測誤差対応）
を考慮して、発電やポンプアップを行うことになると考えられる。

24:00

水位

0:00

TSOの運用において
許容される水位の上下限BGによる

上池水位の計画

BGによる上池水位の計画（例）

24:00

水位

0:00
TSOが運用した水位

24:00の水位の上下限に収まるように
TSOがΔkWや余力として運用

BGの計画等に
影響を与えない範囲

BGによる池水位計画の修正

出所）第88回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年7月25日）資料1-2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/chousei_jukyu_88_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/chousei_jukyu_88_haifu.html


142024年度以降の揚水TSO運用イメージ（緊急時）

◼ 需給ひっ迫時等はTSOが一時的に池全体の水位を主体的に運用できることとされているが、具体的にはTSOがBG
に通知された水位の上下限を超えて運用することを指す。

◼ 上下限を超えて運用した後は、改めて通知された上下限に、水位を戻すことで揚水BG運用に戻ることになる。

通知された上下限とTSOの運用（例）

24:00

水位

0:00 24:00

24:00

水位

0:00 24:00

1点の水位の上下限

BGによる
上池水位の計画

事前に通知された上下限では
運用できないと判断

上下限を超えて運用 次の通知された上下限に
収まると判断

TSOによる運用の水位

出所）第88回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年7月25日）資料1-2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/chousei_jukyu_88_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/chousei_jukyu_88_haifu.html


15需給調整市場（調整力ΔkW市場・調整力kWh市場）について

◼ これら2024年度からの揚水運用が、市場制度においてどのような建付けになるのかを明確化する。

◼ まず、需給調整市場には、調整力ΔkW市場（調達）と調整力kWh市場（運用）の2つの側面が存在。

出所）第50回制度設計専門会合（2020年9月8日）資料4
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/050_04_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/050_04_00.pdf


16

実需給前日

分散化した
最適化

（スポット市場）

集中的な
最適化

（調整力kWh市場）

GC

供給・需要
入札

調整力入札
調整量

（インバランス）

ネットワーク制約
再エネ誤差修正

（市場外）

状況変化
（気象変化・ﾄﾗﾌﾞﾙ等）

実需給
（需給一致）

市場参加者

系統運用者

エネルギー市場（分散型）

周波数一致

供給提供

需給調整市場（集中型）

分散化した
最適化

（時間前市場）

供給・需要
修正入札

統計的に可能性
ある調整力確保
（調整力ΔkW市場）

◼ 需給調整市場（調整力kWh市場）は、GC以降、発電・小売事業者（市場参加者）が出したインバランス量を
入札と見做し、系統運用者である一般送配電事業者が、広域需給調整システム（以下、KJC）を用いて、予約
電源（ΔkW電源）および余力活用電源の中から、メリットオーダー上、最適な電源を約定させる構図となっている
（その約定結果がインバランス料金に反映される）。

需給調整市場（調整力kWh市場）の構造について（１／２）

出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html


17需給調整市場（調整力kWh市場）の構造について（２／２）

◼ また、調整力kWh市場内の取引（お金の流れ）については、インバランス精算と調整力精算の相償という形で、
「インバランス収支」（≠託送収支）として管理されている。

TSO
発電/小売

BG
調整力
提供者

電気、燃料

お金 (量×単価)

不足インバランス
30

5[円/kWh]

：調整力取引のkWhコスト（マルチプライス）

：インバランス取引の収入（シングルプライス）

上げ調整力
30

=

1030

6[円/kWh]

7[円/kWh]

10 10

7[円/kWh]

210
30×7

TSOに収益
発生

【TSOの収支】

180
10×(5+6+7)

【調整力kWh市場での入札・約定】

調整力取引
（マルチプライス）

インバランス取引
（シングルプライス）

出所）第49回制度設計専門会合（2020年7月31日）資料3より抜粋
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/049_03_00.pdf

※ インバランス料金単価は、調整力の限界的なkWh価格で決まり、シングルプライス（pay-as-cleared方式）にて精算
される一方、調整力単価（V1/V2）はマルチプライス（pay-as-bid方式）にて精算されることから、構造上、インバランス
収支は余剰が発生する（調整力単価とインバランス単価の値差はTSOの収益となる）可能性が高いとされている。

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/049_03_00.pdf


182024年度以降の揚水運用の建付け（平常時）

◼ すなわち、BGが不足（余剰）インバランスを出し、KJC（全国MOの市場システム）がメリットオーダーリストから、
安価な（余剰の場合は高価な）順に電源を約定（指令）した場合のみ「市場内取引」という建付けになる。

◼ 平常時の揚水運用についても、BG提示の水位幅の内で運用する（水位幅を守るようにメリットオーダーリストを変更
する）こと※で、インバランス取引しか発生しない「市場内取引」の建付け（状態）となる。

MO順に上げ調整力稼働（EDC領域）

上池水位

時間

BGの許容
水位幅

発電計画

kWh
価格

kWh

調整力稼働量

限界的な
kWh価格

揚
水
V1

BGの許容
水位幅

BG提示の水位幅を守る
⇒インバランス取引しか発生しない

揚水発電出力

発電

ポンプ

不足インバランス増加に
対し、揚水上げ調整

水位幅を超過するため、
揚水上げ調整ストップ
（別の上げ調整が稼働）

実際の出力

BG計画出力

インバランス

不足

余剰

※ 現時点においては、システム改修等が完了しておらず、3章（補論）のとおり、平常時から「市場外取引」が発生する状態。



192024年度以降の揚水運用の建付け（緊急時）

◼ 一方、緊急時の揚水運用については、BG提示の水位幅を超過した場合、水位合わせのための運用が発生する。

◼ この点、インバランスが発生していない（インバランス精算がない）にも関わらず、持ち替え等の調整力精算が発生
する（託送支出が発生する）ことから、緊急時の揚水運用については、「市場外取引」の建付け（状態）となる。

BG提示の水位幅に収めるための持ち替え費用
が発生（EDC領域）

発電計画
kWh価格

kWh

限界的な
kWh価格

揚
水
V2

（揚水下げ調整）

調整力稼働量

追加上げ調整

上池水位

時間

揚水発電出力

発電

ポンプ

実際の出力

BG計画出力

BGの許容
水位幅

インバランス

不足

余剰

不足インバランス増加に
対し揚水上げ調整

ポンプ量相当

揚
水
ポ
ン
プ

水位合わせの
ためポンプアップ

市場外取引
が発生



20揚水TSO運用への移行基準

◼ 前述のとおり、市場取引（それに伴う収支の管理）の建付け自体が変わることから、一時的な揚水TSO運用への
移行基準は、TSOが必要と判断した場合の事例として、「緊急時（需給ひっ迫時）」「再エネ出力抑制回避時」に
認めることとしている。

➢ 緊急時（需給ひっ迫時）の判断：追加供給力対策を踏まえても広域予備率が5%を下回る場合（ただし、
＿＿＿一般送配電事業者が運用することで広域予備率を改善できる場合に限る）

➢ 再エネ出力抑制回避時の判断：各エリアにおいて、火力発電の出力の抑制を行い、調整力提供者の計画に
＿＿＿基づいて通知された揚水発電等の上下限の範囲で活用してもなお余剰が生じる可能性がある場合等

◼ また、一時的な揚水TSO運用に移行した場合は、TSOがその旨を公表することとなっている（事後でも可）。

出所）第88回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年7月25日）資料1-2より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/chousei_jukyu_88_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/chousei_jukyu_88_haifu.html


21（参考） 揚水TSO運用の移行基準の追加

◼ 移行基準に「発雷時等による送配電設備に支障が生じるおそれがある場合」も追加された。

出所）第96回制度設計専門会合（2024年4月26日）資料7をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/096_07_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/096_07_00.pdf
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１．背景
ー１．過去（～2023年度）の揚水運用の概要
ー２．2024年度からの揚水運用の概要
ー３．需給調整市場で顕在化している課題

２．応札拡大にむけた課題と対応
ー１．課題の深掘り（問題構造の分析）
ー２．考えられる対応の方向性

３．揚水予備率計上がBG行動に与える影響（補論）

４．まとめ

目次



23需給調整市場で顕在化している課題について

◼ 2024年度の全面運開後、需給調整市場では応札不足が継続しており、特に、揚水については、優れた調整力を
持つことから様々な商品において応札が期待されるものの、応札には繋がっていない状況。

◼ この点、運開直前のヒアリング結果ならびに運開直後のアンケート結果では、揚水の応札不足に繋がり得るご意見
（下表のNo.1とNo.5）も頂いている一方、これらが応札不足解消に直結する本当の課題なのか、前述の揚水
運用の特徴も踏まえながら、課題の深掘り（問題構造の分析）を行った上で、対応の方向性を考えることが重要。

出所）第46回需給調整市場検討小委員会（2024年3月26日）資料２をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_46_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_46_haifu.html


24（参考） 全商品調達開始以降(4/1～4/30）の約定量分析 (1/3)

◼ 揚水の約定結果については、エリアごとに差がある状態。

出所）第92回制度検討作業部会（2024年5月10日）資料4
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/092_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/092_04_00.pdf


25（参考） 全商品調達開始以降(4/1～4/30）の約定量分析 (2/3)

◼ 揚水の約定結果については、エリアごとに差がある状態。

出所）第92回制度検討作業部会（2024年5月10日）資料4
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/092_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/092_04_00.pdf


26（参考） 全商品調達開始以降(4/1～4/30）の約定量分析 (3/3)

出所）第92回制度検討作業部会（2024年5月10日）資料4
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/092_04_00.pdf

◼ 揚水の約定結果については、エリアごとに差がある状態。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/092_04_00.pdf
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◼ 全面運開直前に行ったヒアリング結果では、主に揚水の応札に係る課題として以下の2点が挙げられている。

➢課題１．一次、二次①の並列必須要件について

➢課題２．調整力発動に係るリスク回避について

出所）第46回需給調整市場検討小委員会（2024年3月26日）資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_46_haifu.html

（参考） 揚水の応札に係る課題（ヒアリング結果）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_46_haifu.html
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29課題の深掘り（問題構造の分析）について（１／３）

◼ 揚水の応札不足の課題を深掘り（問題構造の分析）するにあたり、まずもって、過去（～2023年度）の揚水
TSO運用において、どのように揚水を調整力（ΔkW）として活用していたかの深掘りを行った。

◼ この点、過去の揚水TSO運用は一例として、供給力・予備力（kW・kWh）の確保（または経済差替）を目的に
先に揚水のスケジュール（発電・ポンプ）を決めており、その上で調整力（ΔkW）は以下のように活用していた。

➢ GF（一次）・LFC（二次①）：揚水発電（系統並列）の時間帯のみ調整力（ΔkW）として期待

➢ EDC（二次②～三次②）：短時間（数分程度）で並列可能なため、供給余力を調整力（ΔkW）として期待

◼ 言い換えると、揚水TSO運用によって調整力（ΔkW）を確保していた訳ではなく※、揚水TSO運用を行った結果と
しての調整力（ΔkW）を活用する運用を基本としていたと言える。

※ 例えば、揚水スケジュール上、ポンプアップの時間帯に、GF（一次）・LFC（二次①）を確保できる訳ではない。

：火力ほか

：揚水発電

GF・LFC・EDC

EDC EDC EDC EDC

GF・LFC・EDC GF・LFC・EDC

TSOが揚水発電を並列していることにより、
GF・LFCとしてのΔkWを確保している状態

TSOが揚水発電を並列していない場合、GF・LFCとしての
調整力は確保できていないが、必要時に数分程度で並列
可能のため、EDCとして確保している状態
（他の電源I・Ⅱ火力等からGF・LFCを確保）

時間

需要

：揚水ポンプ



30課題の深掘り（問題構造の分析）について（２／３）

◼ この点、裏を返せば、現在（2024年度から）の揚水BG運用（平常時）において、仮に、TSOが揚水を調整力
（ΔkW）として確保しようと思えば、どのような課題があるかを検討した。

➢ 課題①：ΔkW電源は当該コマの誤差対応、余力活用電源はGC後の余力に限られる中、ΔkW確保のためのポンプアップ原資＿
＿＿＿＿（kWh）をどのように確保するか

➢ 課題②：並列必須なΔkW（一次・二次①）を確保する場合、揚水最低出力の並列に伴う電源態勢の持替えが発生

◼ 上記を踏まえ、BGが応札できない理由（問題構造）を、いくつかの調整力提供者パターンに分けて分析した。

GP

100kWh 70kWh

TSOが調整力
でポンプアップ

TSOが揚水機
を発電

火力

BG発電
計画

BG需要
計画

揚水P BG発電
計画 揚水G

100

最低出力50

-50

火力

-100

【課題①】ΔkW電源は当該コマの誤差対応、
余力活用電源はGC後の余力に限られる中、
ΔkW確保のためのポンプアップ原資
（kWh）をどのように確保するか

ポンプアップによるロス
100×0.3（ロス率）=30

※ 一時的な揚水TSO運用
（緊急時）は火力等の追加
起動も可能であるため、この
課題は存在しない

ΔkW

【課題②】並列必須なΔkW
（一次・二次①）を確保する
場合、揚水最低出力の並列に
伴う電源態勢の持替えが発生



31課題の深掘り（問題構造の分析）について（３／３）

◼ 揚水の調整力提供者（≒揚水の運用者）としては、下記のとおり、いくつかのパターンが存在する。

➢ パターンⅠ：揚水の設備所有者と調整力提供者が同一（他に火力等も有しており複数電源入札が可能）

➢ パターンⅡ：揚水の設備所有者と調整力提供者が同一（それ以外の電源は保有していない）

➢ パターンⅢ：揚水の設備所有者と調整力提供者が別（それ以外の電源も保有していない）

◼ 調整力提供者パターン毎に、前述の課題に落とし込むと、設備・契約実態によって課題の濃淡が異なることが分かる。
（実際、エリアによって揚水発電による応札量に差異があるのが実態）

◼ 次章では、ヒアリングならびにアンケートでいただいた揚水応札に係るご意見が、下記課題とどのような関係にあるかを
踏まえて、対応の方向性について検討した。

パターンⅠ パターンⅡ パターンⅢ

課題①
（ポンプアップ原資）

○～△
（自社火力等で充当）

△～✕
（相対・卸電力市場等で充当）

△～✕
（相対・卸電力市場等で充当）

課題②
（電源態勢持替え）

△
（自社火力等で持替え）

△～✕
（発電販売計画 or 計画不一致）

△～✕
（発電販売計画 or 計画不一致）

補足
（契約・対価性）

○
（とくになし）

○
（とくになし）

△
（別途、契約要）



32

◼ 需給調整市場では、調整力提供者（BG）自らが需給調整市場に応札し、約定した場合には、実需給で調整力
供出できる状態とし（並列必須等があれば、並列のうえ最低出力以上で運転を行う）、TSOによる指令等により、
調整力を供出することとなる。

◼ このとき、例えば、揚水発電しか保有していない事業者にとっては、最低出力分は、相対・卸電力市場等によって、
売電できれば（発電販売計画に織り込むことができれば）需給調整市場に応札することが可能である一方、他の
電源（他の発電事業者）との持ち替えは、単独の事業者として対応することはパターンⅠ事業者と比較して困難。

◼ この点が、複数電源を有する事業者と大きく異なるものとなる。

【複数電源を有する調整力提供者の場合】
（パターンⅠ）

A B
A

100

A

A

80

20最低出力
ΔkW

30
A A

100

A

B

80

20最低出力
ΔkW

30

【揚水のみ保有する調整力提供者の場合】
（パターンⅡ・Ⅲ）

（参考） 課題②（電源態勢持替え）のイメージ

（持替えができないため）
発電販売か計画不一致かになる

A
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34課題①（ポンプアップ原資）に対する対応の方向性

◼ 課題①に関係するヒアリング意見として「No.5:調整力発動に係るリスク回避」ということで、ポンプ計画を策定した後
の当日12時～24時までで、前日以前に約定したΔkW、あるいは余力活用分が発動されるかは不明であることから、
水位上限を超えない範囲での需給調整市場への応札とする（応札量を減少させる）といったご意見をいただいた。

◼ 一方、調整力は必ず全量発動する訳ではない（使用率的には発動しない場合の方が多い）ことから、あらかじめの
ポンプ計画としては適量（少なめ）調達としておき、仮に想定以上に発動した際には、自社火力（パターンⅠ）や、
時間前市場（パターンⅡ・Ⅲ）で充当すれば、対応自体（それに伴うΔkW応札）は可能になると考えられる。

◼ この点、事業者においても約定量や発動量の状況を踏まえながら、習熟度向上させていくことが重要※ではないか。

約定ブロック

上池
水位

【ヒアリングでの意見】

当日12時 翌日

水位上限

調整力全量発動
されると見込んだ
場合のポンプ計画

計画水位

調整力（ΔkW）発動が少なければ、水位上限を超える
可能性があるため、ΔkW応札量を減少（またはゼロ）

実績水位

相対（通告変更期限）
あるいはスポットタイミング

調整力全量発動
があったケース

約定ブロック

上池
水位

【対応の方向性】

当日12時 翌日

水位上限

過去の使用率等を考慮したポンプ計画策定の上、ΔkW応札し
想定以上に発動した際は、自社火力や時間前市場で別途充当

相対（通告変更期限）
あるいはスポットタイミング

過去の使用率等を
考慮した発動ケース 想定以上に発動した

際には、自社火力や
時間前市場で充当

※ この他、資料3でも記載の通り、「金銭等調整」の検討も重要になると考えられる。



35課題②（電源態勢持替え）に対する対応の方向性（１／２）

◼ 課題②に関係するヒアリング意見として「No.1:一次、二次①の並列必須要件」ということで、約定ブロックにおいては
最低出力（50%程度）等で運転（並列）したうえで、調整力指令に応じる運用を求められるため、経済的運用
を考えると、並列必須要件のある週間商品の一次・二次①への応札を控えることとなるといったご意見をいただいた。

◼ 他方、一次、二次①は時間内変動（あるいは瞬時の電源脱落）対応の調整力であり、技術的には約定時間帯
において、系統並列しておくことは必須となる。

◼ 言い換えると、本課題は一次、二次①の並列要件有無が課題なのではなく※1、週間断面では系統並列時の電源
態勢の持替えが確約できない※2ため、アセスメント違反や計画不一致のリスクを背負ってまで応札できないという
のが本当の課題であると考えられる（そのため、自社火力等で持替え可能なパターンⅠは比較的対応が容易）。

※1 仮に、並列要件を緩和したとしても、TSO指令等により約定時間帯の前には、必ず並列する必要があるため。
※2 この点、過去（～2023年度）の揚水TSO運用においても、狙った時間帯に確保していた訳ではなく、供給力（kWh）の確保

（あるいは経済差替）を目的とした揚水（発電・ポンプ）スケジュール上、系統並列している時間帯のみ期待できていたのが実態。

BG発電
計画

揚水G

最低50

0 BG発電
販売計画

ΔkW

週間断面では、揚水スケジュールとして、
最低出力発電（販売先確保）の上、
調整力（ΔkW）を供出する予定

定格100

BG発電
計画

揚水G

最低50

0 BG発電
販売計画

定格100

BG発電
計画

（予定）

揚水G

最低50

50 BG発電
販売計画
（予定）

定格100
ΔkW

50 0 50

前日断面になり、揚水発電も販売
もしないスケジュールに変更
⇒そのままでは、調整力（ΔkW）

供出できずアセスメント違反

調整力（ΔkW）を供出すべく、
揚水のみ系統並列（計画変更）
⇒販売先がなく、計画不一致

OR

【週間断面】 【前日断面の行動①】 【前日断面の行動②】



36課題②（電源態勢持替え）に対する対応の方向性（２／２）

◼ この点、対応の方向性として、揚水以外の代替ΔkWを用意する（行動①対応）、系統並列（最低出力分）を
TSOの上げ調整とし持ち替え先（下げ調整）も用意する（行動②対応）といった対応案も考えられる。

◼ しかしながら、これらの対応案については、いくつかの論点も存在する（下記は行動②対応案の論点）。

➢ BG計画が変更になっていない（計画値0のまま）ため、ΔkW約定領域（50～100）をどのようにアセスするか

➢ 揚水を上げ調整（V1精算）した分、別BGの火力等を下げ調整（V2精算）する必要があり、「市場外取引」となっているか

➢ パターンⅠの揚水や、他の火力等との公平性の観点で問題ないか（本対応策に頼るといった新たなゲーミングを誘発しないか）

◼ この点、本来的には「市場内取引」で取り得ない案となるが、その場合、前日取引化（2026年度）まで対応不可
となるため、応札不足対応としての「応急対策」として、早期かつ期間限定でどのような対応が取れるか、次回以降、
国とも連携しながら、具体的な対応方法についてお示しすることとしたい。

ΔkW

BG発電
計画

揚水G

最低50

0 BG発電
販売計画

定格100

0

調整力（ΔkW）を供出するための
系統並列を上げ調整と見做す
⇒BGの計画不一致は発生しない

【考えられる対応案と課題（行動②対応策）】

別BGの火力等

-50

【論点①】発電計画0のままの
ため、ΔkW約定領域（50～
100）をどのようにアセスするか

【論点②】電源態勢の持替えが
調整力（V1/V2）精算となり
「市場外取引」となっているか

【論点③】パターンⅠの揚水や他の
火力等との公平性をどうするか
（本対応策に頼るといった新たな
ゲーミングの誘発に繋がらないか）
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ー２．考えられる対応の方向性

３．揚水予備率計上がBG行動に与える影響（補論）

４．まとめ

目次



38現状の揚水予備率計上について（１／２）

◼ 2024年度からの揚水運用の概要は前述のとおりだが、現状の揚水予備率計上は実態（建付け）が異なる状態。

◼ 具体的には、揚水BG運用（平常時）においても、各コマにおける揚発BG計画を考慮せず、上池貯水量（BGが
1日1点等提供する下限水位まで）全てを余力と見做して予備率一定となるよう貼り付け（潜在計算）し、各コマ
においてその貼り付けた範囲内で運用することとなっている。

出所）第88回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年7月25日）資料1-1より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_88_01_1.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_88_01_1.pdf


39現状の揚水予備率計上について（２／２）

◼ 上記の運用において、揚発BG計画と潜在計算（予備率一定貼り付け）に乖離が生じた場合、インバランスが発生
していない（下図②の領域）にも関わらず、持ち替え等の調整力精算（追加の託送支出）が発生することも想定
される（また、システム上の仕様のため、揚水TSO運用への移行基準とは無関係に発生する）。

上池水位

時間

揚水発電出力

発電

ポンプ

実際の出力

BG計画出力

BGの許容
水位幅

インバランス

不足

余剰

不足インバランス増加に
対し揚水上げ調整

①

インバランスがない時
に揚水下げ調整

（追加の託送支出）

②

揚発BG計画を
考慮した予備率

揚発BG計画を
除いた予備率

①

揚発BG計画除き
予備率が低いため

揚発供給力を
多く貼り付け

（TSOが多めに使う）

揚発BG計画除き
予備率が高いため

揚発供給力を
少なく貼り付け

（TSOが少なめに使う）

②



40（補論）揚水予備率計上がBG行動に与える影響

◼ 2024年度当初（足元）においては、事業者の習熟度が上がっていない等の理由により、需給調整市場（調整力
ΔkW市場）の応札不足も継続しており、揚発含むBG計画の積上げ（計上）だけでは広域予備率の不足が頻発
するなど、安定供給に支障が出ることも考えられる。

◼ そのような観点からは、揚発BG計画を考慮しない潜在計算（予備率一定貼り付け）についても、安定供給維持の
ための特別な対応として、（そのための追加の託送支出含め）一定程度合理性があるとも考えられる。

◼ 一方で、平常時から広域予備率を均す（それによりTSOが介入する）行為は、BGに需給ひっ迫時に必要な回避
行動（同時同量の遵守等）を促すことで、できるだけ市場メカニズムの働く形で需給バランス改善、更には、安定
供給を指向する現行制度の趣旨からは逸脱しており、BGの学習機会が損なわれることによって、結果として長期的
な安定供給に支障をきたす可能性（課題）も考えられる。

◼ また、需給ひっ迫時の価格シグナルが適正に発信されなくなることに伴い、蓄電池やDRといった新規リソースの発展
機会を阻害しているといった見方もできる。

◼ 上記を踏まえると、本来は、揚発BG計画を考慮した（それらを張り付けた上での余力のみを対象とした）潜在計算
（予備率一定貼り付け）とするのが、現行制度のあるべき姿としては望ましいとも考えられる。

◼ そのため、今後の方向性としては、揚発BG計画と現状の潜在計算（予備率一定貼り付け）に実際どの程度乖離
が生じるのか、需給調整市場（調整力ΔkW市場）の応札不足解消見込み、ならびにTSOシステムの改修期間
等を踏まえて、現行制度のあるべき姿を目指すかどうか含め、国とも連携の上、別途方向性をお示しすることとしたい。



41（参考） TSOの介入による悪影響

出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html


42（参考） インバランス料金制度の概要

◼ 新たなインバランス料金制度において、補正料金算定インデックス（≒広域予備率）が低下した際に「需給ひっ迫時
補正インバランス料金」という補正処理が設計されているが、これは市場価格より高額なインバランス料金の支払いを
事業者に求めることに意味がある訳ではなく、各事業者に需給ひっ迫時に必要な回避行動を促すことで、できるだけ
市場メカニズムの働く形で需給バランス改善、更には安定供給を指向する仕組みである。

◼ 需給ひっ迫時のインバランス料金の補正は、広域予備率（2023年度までは補正料金算定インデックス）をもとに
行われ、広域予備率が低下するような断面においてはインバランス料金が上昇する制度となっている。

出所）2021年12月21日改定 2022年度以降のインバランス料金制度について（中間とりまとめ）をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20211223001a.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20211223001a.pdf


43（参考） 蓄電池の扱いについて

◼ 蓄電池についても、揚水と同様の機能を有しているため、揚水とできるだけ同じ条件で競争できる環境を整備する
（扱う）こととなっていることを踏まえた対応が必要。

◼ この点、蓄電池をどのように予備率へ計上するかについては、今後の論点となる。

出所）第56回電力・ガス基本政策小委員会（2022年11月24日）資料4-2をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/056_04_02.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/056_04_02.pdf
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45まとめ

◼ 2024年度から新たに一次・二次①・二次②の取引が開始され、優れた調整能力を持つ揚水発電においても応札
が期待されるところ。

◼ 他方、本小委員会における事業者ヒアリングにより、揚水発電の応札不足につながるご意見をいただいており、今回
これらの意見について調整力提供者パターン毎に深堀を行った。

➢パターンⅠ：揚水の設備所有者と調整力提供者が同一（他に火力等も有しており複数電源入札が可能）

➢パターンⅡ：揚水の設備所有者と調整力提供者が同一（それ以外の電源は保有していない）

➢パターンⅢ：揚水の設備所有者と調整力提供者が別（それ以外の電源も保有していない）

◼ 具体的には、ポンプアップ原資、電源態勢持替えのそれぞれの課題において、パターンごとに課題を深堀し、方向性を
お示しした。

◼ 一次、二次①の並列必須要件についても、週間断面での電源態勢の持替えが確約できないため、アセスメント違反
や計画不一致のリスクを背負ってまで応札できないというのが本当の課題と考えられ、上記事業者パターンごとに対応
の容易性は異なる。

◼ 上記課題の対応案としては、揚水以外の代替ΔkWを用意する（行動①対応）、系統並列（最低出力分）を
TSOの上げ調整とし持ち替え先（下げ調整）も用意する（行動②対応）といった対応案も考えられる。

◼ この点、本来的には「市場内取引」で取り得ない案となるが、その場合、前日取引化（2026年度）まで対応不可
となるため、応札不足対応としての「応急対策」として、早期かつ期間限定でどのような対応が取れるか、次回以降、
国とも連携しながら、具体的な対応方法についてお示しすることとしたい。


